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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人情報処理学会（IPSJ）及び一般

財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，

日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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情報技術－セキュリティ技術－ 

JIS Q 27002 に基づくクラウドサービスのための 

情報セキュリティ管理策の実践の規範 

Information technology-Security techniques-Code of practice for 

information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services 

 
序文 

この規格は，2015 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 27017 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

この規格で規定する指針は，JIS Q 27002 に規定する指針に追加し，これを補うものである。 

特に，この規格は，クラウドサービスカスタマ及びクラウドサービスプロバイダのための情報セキュリ

ティ管理策の実施を支援する指針を提示する。ある指針は管理策を実施するクラウドサービスカスタマの

ためのものであり，他の指針はクラウドサービスプロバイダがそれらの管理策の実施を支援するためのも

のである。適切な情報セキュリティ管理策の選択及び提示されている実施の手引の適用は，リスクアセス

メント及び法的，契約上，規制又はその他のクラウド分野固有の情報セキュリティ要求事項に依存する。 

 

1 適用範囲 

この規格は，次の事項を提供することによって，クラウドサービスの提供及び利用に適用できる情報セ

キュリティ管理策のための指針を示す。 

－ JIS Q 27002 に定める関係する管理策への追加の実施の手引 

－ クラウドサービスに特に関係する追加の管理策及びその実施の手引 

この規格は，管理策及び実施の手引を，クラウドサービスプロバイダ及びクラウドサービスカスタマの

双方に対して提供する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 27017:2015，Information technology－Security techniques－Code of practice for information 

security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 


